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決 定 要 旨 

被 審 人（住 所） 東京都港区芝浦一丁目 14 番５号 

    （名 称） 株式会社Ｔ＆Ｃメディカルサイエンス 

（法人番号 7010401045289 ） 

上記被審人に対する平成２８年度（判）第４７号金融商品取引法違反審判事件につ

いて、金融商品取引法（以下「法」という。）第１８５条の６の規定により審判長審

判官山下真、審判官城處琢也、同中馬慎子から提出された決定案に基づき、法第１８

５条の７第１項の規定により、下記のとおり決定する。 

記 

１ 主文 

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 

⑴ 納付すべき課徴金の額 金２２４１万円 

⑵ 課徴金の納付期限   平成３０年６月２５日 

２ 事実及び理由 

別紙のとおり 

平成３０年４月２３日 

金融庁長 官 森 信 親  
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（別紙１） 

（課徴金に係る法第１７８条第１項各号に掲げる事実（以下「違反事実」という。）） 

被審人は、東京都港区芝浦一丁目１４番５号に本店を置き、その発行する株式が東

京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場されていた会社である（平成２９年３月２８日

上場廃止）。 

被審人は、法定の除外事由がないのに、内閣総理大臣への届出を行わずに、以下の

とおり新株予約権証券の募集を行い、新株予約権証券を取得させた。 

１ 被審人役職員（企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第２項各号に掲げる

会社の役職員を含む。以下「被審人使用人等」という。）ではないＡを含む４名

に対して新株予約権証券の募集を行い、平成２５年１２月１９日、これらの者に

１万個の新株予約権証券を３億３２００万円（新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額を含む。）で取得させた。 

２ 被審人使用人等ではないＡを含む９名に対して新株予約権証券の募集を行い、

平成２７年９月２８日、これらの者に４９７５個の新株予約権証券を１億６６１

６万５０００円（新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。）で取得

させた。 

これらの行為について、被審人は、内閣総理大臣への届出を要しない使用人を相手

方とする新株予約権証券の募集としていたものの、それぞれの新株予約権証券の募集

について、少なくともＡについて被審人の使用人としての実態が認められず、当該行

為は、被審人使用人等以外の者に対して新株予約権証券の募集を行ったものと認めら

れ、被審人は、届出が必要であったにもかかわらず、届出を行っていなかった。 

（違反事実認定の補足説明） 

第１ 事案の概要及び被審人の主張等 

   本件は、被審人が内閣総理大臣への届出を行わずに新株予約権証券（法第２条

第２項前段により、法第２条第１項第９号の新株予約権証券とみなされる新株予

約権。以下、単に「新株予約権」という。）の募集を行ったとされる無届募集の

事案である。 

被審人は、前記違反事実について、募集の相手方であるＡは、平成２５年１２

月１９日に割り当てられた新株予約権（以下「第６回ストックオプション」とい

う。）及び平成２７年９月２８日に割り当てられた新株予約権（以下「第１０回ス

トックオプション」といい、第６回及び第１０回の新株予約権を「本件各ストッ

クオプション」ともいう。）について、いずれの割当ての時点においても被審人に

雇用されていた実態があり、被審人との間で雇用契約も締結していたから、募集

の際に届出が不要である被審人の「使用人」（金融商品取引法施行令（以下「施行
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令」という。）第２条の１２）に該当し、Ａを含む新株予約権を取得した全ての者

が被審人使用人等であるから内閣総理大臣への届出は必要でなかったなどと主張

し、争っている（なお、違反事実のうち、その余の点については、被審人が積極

的に争わず、証拠からもそのとおり認められる。）。 

以下、本件各ストックオプションをＡが取得するまでのいずれの時点において

も、Ａが被審人の「使用人」とは認められないことについて、補足して説明する。 

第２ 認定事実 

 １ 関係者等 

⑴ 被審人は、平成１０年１２月１４日に設立され、医療機器の製造販売及び輸

出入等、医療、健康並びに美容に関する事業等を目的とする株式会社である。

なお、被審人は、平成２８年４月１日に、商号を「株式会社Ｔ＆Ｃホールディ

ングス」から「株式会社Ｔ＆Ｃメディカルサイエンス」に変更した。また、被

審人は、本件当時、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に株式を上場していたが、

平成２９年３月２８日をもって上場廃止となった。 

Ｂは、被審人の役員である。 

⑵ Ｃ社は、特許権、商標権、その他知的財産権の保有、維持、管理及びライセ

ンス、特許権の利用に関するコンサルティング業務、医療業務及び美容に関す

るコンサルティング業務、医療品原料、化粧品原料の研究開発、製造、販売等

を目的に設立された。 

    Ａは、平成２５年及び平成２７年に同社役員に再任されていた。  

⑶ Ｄ社は、特許権、商標権の取得及びその管理、運用、特許権の利用に関する

コンサルティング業務、医療業務及び美容に関するコンサルティング業務等を

目的に設立された。 

Ｅは、同社の役員である。 

２ 第６回ストックオプションについて 

 ⑴ 第６回ストックオプション付与に至るまでの経緯及び付与状況等 

  ア Ｄ社及びＣ社は、Ｆ大学のＧが開発した再生因子を利用した再生医療事業

を計画していた。 

Ｃ社のＡは、同事業に出資してもらう投資家を探していたところ、平成２

５年１０月頃までに、当時被審人の役員であったＨを通じてＢを知ったこと

から、同年１２月頃までには、医療関連事業への参入を考えていたＢに対し、

Ｅを紹介した。 

     そこで、Ｂ、Ａ及びＥらは、被審人、Ｃ社及びＤ社の３社で、後記⑵のと

おり、再生因子を用いた再生医療の業務提携を行うことを考え、業務提携契
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約の締結に向けた協議等を開始した。 

   イ 業務提携契約締結に当たり、Ｅは、Ａを通じ、Ｂに対し、特許使用に係る

費用ないし契約金として１億円程度の支払いを要求したが、Ｂは３０００万

円程度しか用意できなかった。 

     そこでＢは、被審人の株式を取得する権利をストックオプションの形式で

Ａらに付与し、Ａらがストックオプションの行使により取得した被審人の株

式を売却し、その売却益の一部をＤ社に支払うことで契約金をねん出するこ

とを考え、平成２５年１１月ないし１２月頃、Ｈの事務所において、Ａ及び

Ｈから紹介してもらった知人のＩに対し、ストックオプションは付与するこ

とができること、ストックオプションを付与するためには被審人の従業員に

なってもらう必要があることなどを説明した。 

   ウ(ｱ) 平成２５年１２月４日、被審人は、臨時取締役会において、概要、以

下の内容で第６回新株予約権発行を決議し、適時開示した。 

      割当対象者   Ａら 

              当社従業員５名を上限 

      新株予約権の数   各２５００個(１個の新株予約権につき普通株式１

００株) 

      新株予約権の払込金額 金銭の払い込みを要しない 

      割当日     平成２５年１２月１９日 

      行使可能期間  同月２０日から平成３０年１１月３０日   

      取得条件    なし 

譲渡制限    新株予約権割当契約書において譲渡できないことを

規定（ストックオプションを目的として発行されるも

のであることから） 

    (ｲ) 同月１９日、被審人は、上記(ｱ)の４名を割当対象者とする第６回新株

予約権の行使価額等の決定について適時開示した。なお、同適時開示に

よれば、新株予約権の行使に際して出資させる財産の価額は、新株予約

権１個あたり３万３２００円であり、新株予約権の行使により株式を発

行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額は、いずれも１

億６６００万円であった。 

 エ Ａは、被審人との間で新株予約権割当契約を締結し、同日付けの第６回新

株予約権割当契約書に署名、押印した。 

オ(ｱ) 同日、被審人は、定時取締役会において、貸付の相手方をＡとし、返済

期限を平成２６年１月３１日、金額を８３００万円、「条件等」を「年２．

５％・ＳＯ行使資金 当社株式担保」とする金銭消費貸借契約の締結を承
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認した。なお、８３００万円という金額は、Ａに割り当てられる新株予約

権の個数２５００個に、新株予約権１個あたりの価額３万３２００円を乗

じた金額と一致する。 

(ｲ) その頃、被審人及びＡは、上記(ｱ)と同内容（ただし年１８パーセント

の遅延損害金を付加）の平成２５年１２月２０日付け金銭消費貸借契約

を締結した。 

(ｳ) 同日（平成２５年１２月２０日）、Ｊ銀行の被審人の口座から、Ａの金

融機関の口座に８３００万円が送金され、Ａは、同金額を第６回新株

予約権割当契約書記載の払込取扱場所（被審人の口座）に送金し、払

込みを完了した（ストックオプション行使）。 

(ｴ) なお、Ｂは、Ａに対し、平成２５年１０月から１１月頃、本件業務提

携を公表して株価が上がる前に行使するようになどと、ストックオプシ

ョン行使時期について提案をしていた。        

   カ 平成２６年１月頃、Ａは、Ｂから、上記オ(ｲ)に基づく貸付金の返済を要

求され、同年２月まで返済期限を延長してもらったものの、返済原資がなか

った。 

そこで、Ａは、ストックオプション行使により取得した被審人の株式を全

て売却し、売却により得た現金を原資とし、同月２０日までに貸付金全額を

返済した。なお、Ａには、株式売却で損失が出た。 

⑵ 業務提携契約の内容等 

    平成２５年１２月２０日、被審人、Ｃ社及びＤ社は、再生医療に関する商品

の製造及び販売（本件事業）について、概要、以下のアないしエの内容で業務

提携契約を締結し（以下、この業務提携を「本件業務提携」といい、業務提携

契約書を「本件業務提携契約書」という。）、以下のオの記載がある適時開示を

した。なお、本件業務提携契約書末尾には、Ｄ社、Ｃ社（役員としてＡの記名

がある）、被審人の各記名があり、各社印が押印されている。   

   ア 目的（第１条） 

     本契約は、Ｄ社、Ｃ社、被審人が、相互協力のもとで、再生因子を使った

再生医療に関する商品（本件商品）の製造及び販売を行うことを目的とする。 

   イ 提携業務の内容（第２条） 

     事業を遂行するに当たり、契約当事者が行う業務は、以下のとおり。 

    (ｱ) Ｄ社 

       本件商品に関する特許権の取得及び管理 

       本件商品の製造及び被審人への引渡 

        なお、Ｄ社は、Ｃ社及び被審人の事前の承諾のもとで、本件商品の製
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造について第三者に委託することができる。 

     (ｲ) Ｃ社 

      本件商品の関連特許権に関する専用実施権の取得及び保持 

      本件商品を販売するのに必要な情報の被審人への提供 

     (ｳ) 被審人 

        本件商品の顧客との販売契約の締結 

       本件商品の顧客への引渡及び販売代金の受領 

        本件商品の製造に関する設備及び機器の購入を含む資金協力 

     (ｴ) その他、本件事業を遂行するにあたり必要な業務の役割分担について

は、別途協議の上で決定するものとする。また、業務に変更の必要が生

じた場合には、別途協議の上でその変更を決定することができるものと

する。 

    ウ 業務の報酬及び支払条件（第３条） 

      被審人は、本件事業のセットアップに要する費用として、３０００万円（消

費税及び地方消費税相当額を含まない）を、平成２６年１月１５日までにＣ

社に支払う。 

      被審人は、Ｃ社に対し、本契約の存続期間中、毎月末日の５営業日後まで

に当月分の売上の報告を行い、専用実施権の利用の対価を支払う。なお、当

該対価の額、支払期日、支払方法については、被審人とＣ社が協議の上で別

途定める。 

   エ （略） 

   オ 適時開示の内容 

     適時開示には、以下の各記載がある。 

(ｱ)～(ｳ) （略） 

    (ｴ) 「６．今後の見通し」の項 

       事業化のための費用負担３０百万円は、平成２５年１２月４日付「従

業員に対する新株予約権（ストックオプション）の発行に関するお知ら

せ」にて行使される資金により支出する予定です。 

  ⑶ 雇用契約書の記載内容等 

   ア Ａは、平成２５年１２月頃、概要、以下のとおり印刷されている同月１３

日付け「雇用契約書」に署名、押印した。 

      契約期間  平成２５年１２月１４日から平成２６年１１月３０日 

（更新する場合がある） 

      就業の場所 非常勤型勤務（必要に応じて当社事務所に出勤を要請する

ことがある） 
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      業務の内容 当社が行う再生医療にかかる一切の業務 

（追記事項） 当社の医療関連事業の計画に基づき業務を行い、その成果

に対して下記の対価を支払うものとする。 

            定期的に会社に報告を行う必要がある。 

      報   酬 ストックオプションによる。 

            なお、詳細は別途ストックオプション割当契約による。 

   イ なお、同じ作成日付であるが報酬欄の記載が異なっている２種類の雇用契

約書が存在する。 

１つは前記のとおり報酬欄に時給の記載がないもので、他方は報酬欄に

「ストックオプションによる（詳細は別途ストックオプション割当契約に

よる）。なお、出勤時の時給は２，０００円とし、契約期間満了時に支払う

ものとする。」という時給の記載があるものである（以下では前者を「時給

の記載がない雇用契約書」、後者を「時給の記載がある雇用契約書」という。）。 

Ａは、時給の記載がある雇用契約書には署名、押印しておらず、署名、

押印部分は以下の経緯により、カラーコピーを用い、被審人が作成したも

のと認められる。 

   ウ 時給の記載がある雇用契約書が作成されるまでの経緯は、概要、以下のと

おりと認められる。 

    (ｱ) 平成２６年４月３日、当時の被審人の会計監査人であったＫ監査法人

（なお、同法人は同月１１日に会計監査人を辞任した。）のＬは、被審人

の役員であるＭに対し、前記⑶アの雇用契約書の追記事項について「成

果に対する報酬と契約書に記載されているにもかかわらず、雇用契約日

から６日と非常に短期、かつ全員同日にストックオプションを付与され

ていることから、契約書の記載に反するかたちでストックオプションを

付与されています。また、非常勤型勤務であり、報酬はストックオプシ

ョンのみで給与等も発生しないことから、雇用実態が不明確でありま

す。」などと指摘し、さらに、ストックオプションの払込みが被審人の貸

付によりなされているなどと指摘し、雇用契約書及び増資の法的有効性

について、弁護士の意見書を取得するようメールで連絡した。 

    (ｲ) Ｍは、被審人の法務関連業務を担当するＮに対し、雇用契約書及び増

資の法的有効性について弁護士の意見書の取得を指示し、Ｎは、友人で

あるＯ法律事務所のＰ弁護士に意見書の作成を求めた。 

その際、Ｍは、Ｂと協議の上、Ｎに対し、時給の記載のない雇用契約

書のデータに「なお、出勤時の時給は２，０００円とし、契約期間満了

時に支払うものとする。」と入力させ、時給の記載のない雇用契約書原本
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の署名押印のある２ページ目のカラーコピーをとり、１ページ目と合わ

せて時給の記載がある雇用契約書を作成した。なお、その後、Ａの時給

の記載がない雇用契約書の原本は被審人に保管されていなかった。 

    (ｳ) Ｐ弁護士は、平成２５年１２月４日付けの被審人の取締役会決議に基

づく従業員に対するストックオプションについて、概要、雇用契約及び

増資が有効であることなどを内容とする平成２６年４月１４日付け意

見書を作成した。なお、同意見書には、時給の記載がある雇用契約書が

添付されていた。  

３ 第１０回ストックオプションについて 

  ⑴ 第１０回ストックオプション付与に至るまでの経緯及び付与状況等 

   ア 平成２６年８月頃から、被審人とＤ社との関係が悪化し、同年１２月頃に

は、本件業務提携が解消された。 

   イ 平成２７年１月頃、Ａは、Ｇから、再生医療に関する事業を行いたい旨の

依頼を受け、その旨、Ｂに連絡をした。 

そこで、被審人、Ｃ社及びＧは、Ｄ社を除いた三者で再生医療の事業を行

うことにし、同年５月９日付けで「メモランダム」という題名の書面（以下、

単に「メモランダム」という。）を作成し、Ｇに支払う一時金及びその条件

について、概要、以下の内容で合意した。なお、書面の末尾には、「Ｆ大学 

Ｇ」、「Ｃ社 役員 Ａ」、「株式会社Ｔ＆Ｃホールディングス 役員 Ｂ」と

各記名され、各記名の横には、Ｇ、Ａ、Ｂの各署名がある。 

  １ 一時金の額は１億円とする。 

 ２ 一時金の半金の支払時期は、７月を目標とする。 

     ３ 一時金の対価を明確化する必要があることを三者ともに理解し、Ｇが

申請している特許を対象とし、被審人の利益に貢献するよう契約締結を

目指す。 

     ４ 一時金の支払時には、Ｇは被審人への長期的貢献をコミットする必要

があることを理解し、チーフ・サイエンス・オフィサーなどの責任ある

ポジションを引き受ける。 

ウ 同年５月１５日、被審人は、取締役会において、Ａを含む被審人の従業員

７名を上限に、新株予約権の割当日を同年６月１日とする、第９回新株予約

権を発行する旨の決議を行った。 

エ 同年９月１０日、被審人は、臨時取締役会において、概要、以下の内容で

第１０回新株予約権発行の決議をし、適時開示をした。なお、第９回及び第

１０回のストックオプション付与の前に、Ａは、Ｂから、ストックオプショ
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ンを付与するものの、株式にして売却できるのは２年後になるなどの説明を

受けていた。 

      割当対象者    当社従業員１０名を上限とする 

      新株予約権の数  ４９７５個 

               （１個の新株予約権につき普通株式１００株） 

      新株予約権の払込金額   金銭の払い込みを要しない。 

      割当日      平成２７年９月２８日 

行使可能期間   平成２９年９月２６日から平成３７年８月３１日 

取得条件     なし 

      譲渡制限      新株予約権割当契約書において譲渡できないこと

を規定（ストックオプションを目的として発行され

るものであることから） 

   オ 平成２７年９月２５日、被審人は、定時取締役会及び臨時取締役会におい

て、第１０回新株予約権の割当対象者決定の件について協議をし、Ａら９名

に対し、同人らから申込みがあることを条件に新株予約権を割り当てること

を決議し、同月２８日、上記９名を割当対象者とする第１０回新株予約権の

行使価格等の決定について適時開示をした。なお、新株予約権の行使に際し

て出資させる財産の価額は、新株予約権１個あたり３万３４００円であり、

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び

資本準備金の額は、いずれも８３０８万２５００円であった。 

   カ Ａは、被審人との間で、新株予約権割当契約を締結し、同日付けの第１０

回新株予約権割当契約書に押印した。 

  ⑵ 労働条件確認通知書について 

   ア 第９回新株予約権発行決議前の同年５月１３日及び同月１４日、株式会社

東京証券取引所（以下「東証」という。）の担当者は、被審人に対し、第９

回新株予約権発行に関し、割当対象者の雇用契約や雇用形態等についての情

報提供を求めた。 

     これに対し、同月１５日、被審人は、上記担当者に対し、契約更新時にＡ

らの雇用形態が非常勤から常勤に変わったことなどを回答し、併せて、同月

２０日、同年４月２１日付けＡの労働条件確認通知書等を提出した。 

   イ 東証の担当者は、同年９月８日付けで、被審人に対し、第１０回新株予約

権発行に関し、割当対象者の属性（所属部門、役職名等）、常勤か非常勤か

の別を問い合わせるとともに、雇用契約書の写しなど従業員であることを証

明できる資料の提出を求めた。 

     これに対し、同日、被審人は、上記担当者に対し、Ａを含む割当対象者は
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いずれも常勤であり、Ｑが医療事業部長、Ａは医療事業部であると回答する

とともに、Ａの労働条件確認通知書を含む雇用関係書類の写しなどを送付し

た。 

   ウ Ａの労働条件確認通知書には、契約期間、就業場所、従事すべき業務、始

業・終業の時刻等、休日の記載の他に、「年俸・月例給与」の欄には「１．

月例給与構成内訳（ノーワーク・ノーペイの月給制）」という項が設けられ、

「基本年俸を１２０万円として（通勤費除く）１２分の１相当額を毎月支給

分として下記の内訳・構成にて支給を行う。本来的基本給部分９万８０００

円、固定割増資金相当分２０００円、合計１０万円、給与明細上、合計金額

を「基本給」と記載表示する。」などと記載されていた。なお、末尾記載の

Ａの住所は、当時のＡの住所ではなく、押印もＡの印鑑ではなく、Ａが労働

条件確認通知書に押印したとは認められない。 

⑶ 第１０回ストックオプション付与後の状況等 

   ア 平成２８年４月１日、Ａは、Ｂに対し、被審人が保有する商標権の使用許

諾についての、被審人及びＧ間の商標権使用許諾契約書のドラフトをメール

に添付して送信した。 

         同月１１日、Ａは、Ｎに対し、被審人が所有している前記商標権について、

被審人からＣ社に移転する旨の、同月１日付け商標権移転登録申請書及び譲

渡証書をメールに添付して送信し、確認の上、捺印を求めた。 

   イ 同月１２日、Ｍは、Ａに対し、「部署は『医療事業部』と記載ください。」

との記載と共に、退職届のひな形をメールに添付して送信した。 

         同日、Ａは、被審人に対し、一身上の都合により、平成２８年３月３１日

をもって退職する旨の退職願を提出した。 

   ウ Ａは、退職願を提出するまで、被審人から給料の支払いを一切受けていな

い。 

   エ 同年６月１５日、被審人は、第６回ストックオプション付与に関し、同月

２日付けの証券取引等監視委員会事務局からの質問に対し、概要、以下のと

おり回答した。なお、Ａの入社日は平成２５年１２月１６日と、退社日は平

成２８年３月３１日とそれぞれ回答した。 

    (ｱ) 新たに新株予約権を発行することとした経緯及び理由 

      「医療関連事業を当社の事業ポートフォリオの中核として育成したいと

考えておりましたので、その強化にあたり、従業員に対するインセン

ティブとして、当社の業績および企業価値向上への貢献意欲や士気を

高めたいとの理由で発行いたしました。」 

    (ｲ) 従業員でない者を割当対象者とした経緯及び理由 
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      「医療関連事業の部門を強化したいと考えておりましたので、その業界

に詳しい者を対象者として選考し（ママ）たしました。これらの者は、

確かに１２月４日の時点では従業員ではありませんでしたが、その後の

割当の時点では確実に従業員として採用する予定でしたので、取締役会

でもそれを前提に決議をしております。」 

    (ｳ) 当社と割当対象者との間の合意内容（対象者への説明内容） 

       「募集事項について対象者に説明しております。また、割当契約書を締

結しましたので、合意内容は当該書面に記載されております。」 

第３ Ａの使用人該当性について 

 １ 問題の所在  

   本件では、前記第２の２⑶アのとおり、Ａが署名押印した被審人とＡとの間の

雇用契約書が存在し、被審人も、Ａと被審人との間にはＡを被審人の従業員とす

る合意があり、またＡには被審人の使用人としての実態があったから、Ａは被審

人の使用人であった旨主張する。 

これに対し、Ａは、Ｂから被審人の株式を取得する権利をストックオプション

の形式で渡すためには被審人との間で雇用契約書を作成しておく必要があるとし、

雇用契約書への署名押印を求めてきたことから、Ｂの依頼に応じてストックオプ

ションを貰うために署名押印したに過ぎず、実際に被審人の従業員として勤務し

たことはないと述べ、指定職員も、Ａと被審人との間に労働契約に係る意思表示

の合致はなく、労働契約は成立していないか無効であり、またＡは被審人の使用

人としての実態がなかったから、Ａは被審人の使用人ではなかった旨主張する。 

この点、本件では、前記第２の２⑶イのとおり、Ａが署名押印した雇用契約書

と、同じ日付で内容の異なる雇用契約書の合計２通が存在し、そのうち後者の雇

用契約書は一方当事者であるＡが署名押印しておらず、さらに、雇用契約におけ

る合意内容としては一般的に重要と思われる報酬部分について被審人の役員が時

給の記載を加えた上、署名押印部分をカラーコピーで作成したなどの事情が存在

している。 

これらの事情によれば、本件では、雇用契約書の存在のみで、雇用の合意が存

在することや、Ａが被審人の使用人であったことを直ちに認めることは困難であ

る。 

そこで、平成２５年１２月以降、退職届を提出するまでの期間（以下「本件期

間」という。）のＡの客観的な活動状況から、Ａが被審人の使用人であったと認め

られるか否かを検討する。 

 ２ Ａの客観的な活動状況 
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  ⑴ ＡがＣ社の代表者として契約締結等重要な行為を行っていること 

ア 本件業務提携契約の締結 

前記第２の２⑵のとおり、雇用期間とされる平成２５年１２月１４日以

降に本件業務提携契約が締結されているところ、契約書にはＣ社の業務が

記載され、末尾にはＣ社及びその代表者としてのＡの記名、押印がされ、

さらに被審人及びその代表者としてのＢの記名、押印がある。 

      かかる事実によれば、Ｂ及びＡは、本件業務提携契約において、Ｃ社が

独自に行う業務が存在することを前提とした上で、その業務内容として、

再生因子を使った再生医療に関する商品を販売するのに必要な情報を被審

人に提供することを想定していたと認められる。    

      そして、Ａは、本件業務提携においてＤ社と被審人との間を取り持ち、

商品を卸すことにより利益を得ようと考えていた旨述べているところ、以

下のとおり、再生医療に関する複数の商品の取引にＣ社が関与していたこ

とが認められ、かかる取引については、Ｃ社を介在させてＣ社が利益を得

る目的で、ＡがＣ社の代表者として、Ｃ社の業務として行ったものと認め

られる。 

   イ 被審人も当事者となっている複数の取引への関与 

     以下のとおり、Ａは、本件業務提携契約締結後、Ｃ社の利益のために、Ｃ

社の代表者として、被審人も当事者となる複数の取引に関与していたと認め

られる。 

(ｱ) 再生因子を使った再生医療に関する商品に係る取引 

Ａは、平成２６年５月２２日、Ｒ社からの継続的な商品の出荷について、

希望の本数、受取先を指示してほしいことなどが記載されたＥの親族であ

るＳなる人物からのメールを受信し、これをＢに転送している（前記Ｓか

ら「Ａ社長」宛てに、同年８月２５日にも「ＦＷ：本日の再生因子」との

件名で、商品の受け取りをお願いする旨のメールが送付されている。）。 

このＲ社との取引に関し、Ａは、再生因子を使った再生医療に関する商

品の製造は本件業務提携契約に基づきＤ社が行っていたが、実際に受けて

いたところはＤ社から受託したＲ社であった、実際の物の動きとしてはＲ

社が製造し、Ｃ社が商品を直接Ｒ社から受け取り被審人に届けていた、代

金はＤ社からＣ社に請求があったものを振り込み、Ｃ社が被審人に請求書

を渡して振り込んでもらっていた、上記のメールは、Ｄ社が実際に発注し

ていることから、Ｓから再生因子を用意できたとの連絡があったものであ

り、Ｃ社が受け取って引き渡すことから、Ｂに確認を求めたものである、

当初は、Ｄ社と被審人が直接販売のやりとりをし、Ｃ社はロイヤリティー
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に近いもので支払いを受けようと考えていたが、ＥがＲ社に支払いをしな

くなったり、Ｄ社にのみ売上げを入れるようになったことから、Ｃ社で仕

入れ対応をするように変わってきた旨述べており、さらに、本件業務提携

解消後は、Ｒ社から直接仕入れなければならなくなったことから、ＡがＲ

社と仕入価格を調整し、Ｂと値段を決めていた旨述べている。 

以上によれば、かかるＲ社との一連の取引は、もともと本件業務提携契

約に基づく取引としてＣ社の関与が予定されていたものと認められ、本件

業務提携契約解消前後を通じ、敢えてＣ社という会社を介在させて行われ

ていたものと認められるから、Ａが被審人の利益のために行ったというよ

り、むしろＣ社の利益のために行ったとみるのが自然である。 

そうすると、Ｒ社との間の再生因子を使った再生医療に関する商品に係

る取引は、Ａが、Ｃ社の業務として行ったものと認められる。 

        (ｲ) 再生因子を用いた化粧品に係る取引 

また、Ａは、被審人とＣ社との取引について、Ｔ社が取り扱っていた再

生因子が入っている化粧品をＣ社で仕入れて被審人に渡しており、これは、

本件業務提携契約書に記載されているＣ社の業務に含まれるものであっ

たと思うと述べている。 

この点、Ａは、Ｂに対し、平成２５年１０月８日、Ｄ社、Ｔ社及び被審

人間における、再生因子応用特許の権利者であるＤ社が特許権及び商標権

を有し、Ｃ社が開発し、被審人が販売する商品を取り扱う美容クリニック

の開拓につき、委託に関する契約を締結する旨の「クリニック開拓委託契

約書」のドラフトをメールで送信した。なお、同契約書には、Ｄ社及びＴ

社が被審人にクリニックの開拓を委託し、Ｔ社がクリニックに対し被審人

が販売する商品を直接交付する旨定められている（第１条、第４条）。 

この委託契約書には、再生因子が入っている化粧品をＣ社が仕入れるこ

とについての明示的な記載はないものの、Ｔ社が、被審人が開拓を受託す

るクリニックに対し、Ｄ社が特許権及び商標権を有し、Ｃ社が開発し、被

審人が販売する商品を交付することを規定している点で、前記取引につい

てのＡの供述に沿うものである。 

以上のような事情に照らせば、かかるＴ社との間の再生因子が入ってい

る化粧品についての一連の取引は、本件業務提携契約に基づき、再生因子

を使った再生医療に関する商品を販売するのに必要な情報を被審人に提

供する一環でなされたものと評価することもできる上、敢えて、Ｃ社とい

う会社を介在させていることに照らして、Ａが被審人の利益のためにおこ

なったというよりむしろ、Ｃ社のために行ったとみるのが自然である。 
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そうすると、Ｔ社との間の再生因子を用いた化粧品に係る取引は、Ａが、

Ｃ社の業務として行ったものと認められる。 

   ウ 本件業務提携解消後におけるＡの活動状況 

     前記第２の３⑴アによれば、本件業務提携は平成２６年１２月頃解消され

たと認められるが、解消後も、以下のとおり、ＡがＣ社の代表者として、被

審人も当事者に含む契約を締結する等、Ｃ社の業務として行っていたと認め

られる。 

        (ｱ)  Ｕ社とのコンサルティング契約  

       証拠によれば、平成２７年１月１４日、Ｂは、Ａ及びＵ社の役員であ

るＶに対し、Ｕ社が保有するデータをＣ社及び被審人に提供することに

より再生因子の利用を促進することを契約締結の目的とし、末尾にＵ社、

Ｃ社及び被審人並びに各代表者の記名がある「コンサルティング契約

書」のドラフトをメールで送信している。 

       また、Ａは、本件業務提携解消後の平成２７年１月頃に、Ｕ社と被審

人、Ｃ社との間で、コンサルティング契約を締結したと述べ、さらに、

Ｕ社について、再生因子についての専用実施権をＤ社と契約した際、動

物に関しては、ＥやＧは興味がなかったことからＣ社が主導で行ってお

り、本件業務提携前からＵ社とは契約を締結していた、Ｕ社にはＲ社が

製造していた再生因子についての商品を卸していた、本件業務提携が解

消した際、Ｄ社の対応に納得がいかなかったことから、被審人に少しで

も貢献できることはないかと考え、Ｕ社をＢに紹介し、Ｕ社が有する動

物関係の再生因子に関するデータを被審人に提供するようにしたなど

と述べている。 

       以上からすると、Ａは、本件業務提携解消後もＣ社の代表者として被

審人と契約を締結していたことが認められる。しかも、その契約内容は、

本件業務提携前からＣ社と契約関係にあった会社と被審人とを結び付

けるというものであって、契約締結において、Ｃ社が重要な役割を果た

していたものと認められる。 

    (ｲ) Ｒ社に係る取引    

       証拠によれば、Ａは、本件業務提携解消後の平成２７年５月１５日、

Ｒ社から納期について提案があった商品について、「Ｃ社から納期の提

案」として、Ｂに対し、納期の確認をするメールを送信している。 

       このやりとりについて、Ａは、Ｒ社とＣ社で取引をしており、その取

引によって利益を得ていたと述べている。 

       このように、ＡがＢに対し、「Ｃ社」からであることを明示して取引
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に関する提案をしていることからすれば、Ａは、業務提携解消後も、Ｃ

社の代表者として行為していたものと認められる。 

    (ｳ) メモランダムへの署名 

前記第２の３⑴イによれば、Ａは、平成２７年５月９日付けのメモラン

ダムに、Ｃ社の代表者として署名しているところ、メモランダムには、特

段、Ｃ社の具体的な業務内容は明記されていない。 

もっとも、メモランダムの記載内容及びその作成に至る経緯に照らせば、

メモランダム作成の主な理由は、被審人のＧへの金銭支払いにあるものと

推認される。 

      また、Ａは、Ｇとやりとりをするなどし、一貫して被審人とＧとの連絡

をする役割を担っていたのであって、このようなＡの行為は、メモランダ

ム作成前後で変化があったとは認められない。 

さらに、同書面には、当然Ｃ社を含むと解される「三者」との記載があ

るところ、再生因子の利用等に重要な役割を担っているＧとやりとりをす

るというＡの行為は、「三者」の目標である「被審人の利益に貢献するよ

う契約締結を目指す」ということに資するものである。 

そうすると、メモランダムにＣ社の具体的な業務が明記されていないか

らといって、メモランダム作成以後のＡの行為につき、Ｃ社の行為として

行ったものであることが否定されるということにはならないというべき

である。 

エ 以上のとおり、本件期間においても、Ｃ社は被審人と取引を行っており、

ＡもＣ社の代表者として契約締結等の重要行為を行っていることが認めら

れる。 

  ⑵ 本件期間に被審人の使用人としてのＡの成果物がほとんど見当たらないこ

と 

    上記⑴のとおり、本件期間において、Ａは、Ｃ社の代表者として、Ｃ社の利

益のために契約締結等重要な行為を行っているが、他方で、以下のとおり、本

件期間において、被審人の使用人としてのＡの成果物は、ほとんど見当たらな

い。 

   ア 前記第２の２⑶ア並びに同３⑵及び⑶イによれば、Ａの雇用期間とされる

のは、平成２５年１２月１４日から平成２８年３月３１日までの約２年３か

月間であり、契約更新後の平成２６年１２月１日からの約１年４か月間の勤

務形態は常勤であったとされている。 

イ しかし、他方で、Ａが、被審人の使用人名義で作成した書面や、被審人の

使用人の肩書で行った行為等、被審人の使用人としての具体的な成果物を示
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す客観的な証拠はほとんど認められず、このような状況は、真実、Ａが被審

人に雇用されていたのであれば、その期間や勤務形態に照らし不自然である。 

   ウ この点、被審人の医療事業部の肩書を付したＡの名刺の作成データが存在

する。 

     しかし、同証拠には、「２０１５．１１．９ ×× 発注」との記載があ

り、平成２７年１１月頃に発注されたものと推認されるところ、仮に、真実、

Ａが平成２５年１２月から雇用されていたとすれば、平成２７年１１月の時

点では約２年も経過しており、そのような長期間にわたり、被審人の使用人

としてのＡの名刺が作成されていなかったというのは不自然である。 

さらに、Ａは、同名刺について、再生医療に関する特許を利用した商品の

プレゼンテーションを行う際にＣ社の肩書を使うより上場会社である被審

人の肩書で営業する方がうまくいくかもしれないと思い名刺を使用したな

どと述べているところ、当該供述は、Ａが被審人の使用人でないにもかかわ

らず名刺を使用した理由として不合理とまでは言えない。 

     そうすると、名刺の作成データの存在から、直ちにＡが被審人の使用人と

して活動していた実態があったとは認められない。 

   エ 以上のように、本件期間において、Ａの被審人の使用人としての成果物が

ほとんど見当たらないところ、かかる事実は、Ａが被審人の使用人でなかっ

たことを推認させるものである。 

  ⑶ 被審人とＡの間で時給の合意が認められないこと及びストックオプション

が労務提供の対価として付与されたとは評価できないこと 

   ア 雇用契約では、一般的に、当事者の一方が相手方に対して労働に従事する

ことを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることが要件と解される。 

     前記第２の３⑶ウによれば、Ａに対しては、報酬としてストックオプショ

ンが付与されているものの、ＢがＡと合意したなどと述べている時給につい

ては、Ａに対し全く支払われていない。 

     仮に、真実、Ａが被審人の使用人として活動していたというのであれば、

Ａに時給が全く支払われていないという事実は、雇用されていたとされる期

間や勤務形態、Ｂが合意したなどと述べている時給の存在や、年俸・月例給

与の計算方法について詳細に定められている労働条件確認通知書の記載内

容に照らして不自然である。 

   イ(ｱ) この点、Ｂは、雇用を開始したと主張する平成２５年１２月の時点に

おいて、Ａとの間で時給を２０００円とする合意があったが、Ａからは

時給の請求がなかったなどと述べる。また、Ｂは、雇用契約書に署名、

押印するようＡに求めたのはＢ自身であるが、時給の記載がないことは
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見落としていたと述べる。 

    (ｲ) しかし、Ａに署名、押印を求める際、Ｂ自ら雇用契約書を示していた

にもかかわらず、時給の記載を見落としていたというのは不自然である。 

さらに、仮に見落としていたとしても、前記第２の２⑶ウで認定した時

給の記載がある雇用契約書の作成経緯によれば、雇用契約書に時給の記載

を加えたのは、会計監査人から、報酬の記載に関して雇用契約書の法的有

効性について指摘され、弁護士に確認をするよう求められたことを契機と

するものである（なお、Ｂも、会計監査人からの指摘がきっかけになった

ことを認めている。）ところ、そうであれば、弁護士に雇用契約書を提出

するに際し、報酬の記載を修正した上で、Ａの署名押印部分をカラーコピ

ーするなどという行為は、雇用契約書の法的有効性を一層低下させるもの

であって、不自然、不合理というほかない。 

(ｳ) 加えて、Ａは、時給の合意はなかったと述べており、Ａが述べるところ

は、Ａが署名、押印した（時給の記載のない）雇用契約書の記載と一致し

ている。他方で、Ｂは、途中からＡの出勤記録をつけていなかった、給料

を払うことになったら当事者間で合意して決めれば良いことで、例えば平

均して週何時間として、それをのばして、これくらいですねといった形で

計算して提示するつもりであった、Ａはもらえる給料の額を知らないまま

辞退したなどと述べているところ、Ｂの述べるところは時給の存在をほと

んど考慮していなかったことをうかがわせるものであって、労務提供の対

価として時給の合意が存在していたと供述する者の発言としては不自然

である。 

   ウ そうすると、雇用を開始したと主張する平成２５年１２月の時点において、

Ａとの間で時給を２０００円とする合意があった旨のＢの供述は、直ちには

信用できず、被審人とＡとの間で時給の合意があったとは認められない。 

     雇用契約において、時給の合意の存在が認められないことは、雇用の合意

の不存在を推認させ、Ａが被審人から指揮命令を受け被審人の利益のために

活動する立場になかったこと、ひいてはＡが被審人の使用人でなかったこと

を推認させるものである。 

   エ なお、前記第２の２⑶によれば、Ａと被審人との間の雇用契約書には報酬

としてストックオプションを付与することが記載されているものの、前記の

とおり、本件期間において、ＡがＣ社の代表者として契約締結等重要な行為

を行っている一方、被審人の使用人としてのＡの成果物が見当たらず、本件

各ストックオプションがいかなる労働の対価として付与されたものか疑問

である。 
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     さらに、第６回ストックオプションは、Ａの雇用契約期間開始日とされる

平成２５年１２月１４日からわずか６日後に割り当てられたものであるこ

とからしても、真実、労務提供の対価として付与されたとは直ちに認め難く、

むしろ、以下のとおり、労務提供の対価として付与されたものと評価するこ

とはできない。 

   オ(ｱ) すなわち、前記第２の２⑴並びに⑵ウ及びオ(ｴ)によれば、第６回スト

ックオプションの行使可能期間は割当日の翌日からであったこと、行使

可能期間初日に、被審人を貸主、Ａを借主とし、使途を新株予約権行使

に限定し、金額を行使に必要な額とし、発行する被審人株式を自らのた

めに担保とする金銭消費貸借契約が締結されていたこと、当該貸付金の

返済期限は割当日から２か月弱であったこと、業務提携契約締結につい

ての適時開示において新株予約権の発行で行使される資金から事業化の

ための費用（３０００万円）を支出するとされていたこと、事業化のた

めの費用の支払期限が平成２６年１月１５日であったことなどが認めら

れる。 

       かかる事実からすると、第６回ストックオプションの付与は、Ａに対

してストックオプション行使の払込資金を貸し付ける金銭消費貸借契約

と一体として行われたものであって、付与当初から、被審人が短期間で

比較的容易に現金を回収することができ、Ａがストックオプションを行

使した場合には、被審人において再生因子を使った再生医療の事業化の

費用をほぼ確実にねん出できるような仕組みになっていたものと認めら

れる。 

    (ｲ)  また、前記第２の２⑴オ(ｳ)(ｴ)によれば、Ａは、第６回ストックオプ

ションについて、被審人からの貸付金を払い込み、行使可能期間初日に

新株予約権を行使しているところ、ストックオプションの行使時期につ

いては、本件業務提携を発表して株価が上がる前に行使するようになど

の提案をＢから受けていた。 

            かかる事実に加え、前記第２の２⑴オ(ｱ)によれば、金銭消費貸借契約

上、発行された株式に担保権を設定することとされていたから、Ａは、

同契約の返済期限（平成２６年１月３１日）までにストックオプション

を行使することが予定されていたとも言える。そして実際に、被審人が

行使可能期間初日に本件業務提携を発表し、さらに同日に、使途を行使

代金に限定した貸付金をＡに送金していることなどからすれば、Ａが行

使可能期間初日にストックオプションを行使することは、当初から予定

されており、新株予約権割当契約に定められていた行使可能期間よりも
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極端に短いものであって、第６回ストックオプションの行使可能期間は

事実上極めて短期間に限定されていたものと認められる。 

    (ｳ) 以上によれば、被審人は、Ａに対し、行使可能期間が事実上極めて短

期間に限定されたストックオプションを、本件業務提携に関する事業資

金を調達することを主たる目的で付与したものと認められ、第６回スト

ックオプションを、Ａらの労務提供の対価として付与したものと評価す

ることはできない。 

 ３ 小括 

  ⑴ 以上によれば、本件期間においてのＡの行為は、Ｃ社の業務として行ったも

のと認められる。 

    他方で、本件期間においてＡの被審人の使用人としての成果物がほとんど見

当たらず、また、労務提供の対価として合意があったとされる時給とストック

オプションについては、時給は支払われたことも合意があったことも認められ

ず、本件各ストックオプションも労務提供の対価とは評価しがたい。 

以上の事実は、雇用の合意の不存在を推認させ、Ａが被審人から指揮命令を

受け被審人のために活動する立場になかったこと、ひいてはＡが被審人の使用

人でなかったことを推認させるものである。 

    かかる事実に加え、本件期間において、Ａの行為が、被審人の会社内におけ

る指揮命令系統に沿って行われたことを裏付ける客観的、具体的な証拠はなく、

Ｂが行った業務上の指示等に対してＡに拒否の自由がなかったなどの事情を裏

付ける証拠もない。 

    さらに、Ａが被審人に雇用されているとの認識がなかったことを一貫して述

べていることからすれば、雇用契約書の存在にかかわらず、被審人とＡとの間

に雇用等の労働契約に係る意思の合致があったとは認められないから、Ａは被

審人の使用人であったとは認められない。 

  ⑵ なお、Ａ及び被審人を含む関係者間で、複数のメールのやりとりがあったと

認められるところ、被審人の社員以外の第三者の多くは、Ａを「Ａ社長」など

と表記しており、他に、被審人の使用人であることを前提としてやりとりをし

ているものはうかがわれない。 

    加えて、被審人の法務関連業務を担当する社員であるＮは、ＧとＤ社との間

の係争事件（仮処分命令申立事件）に関するＧの代理人弁護士とのやりとりで、

Ａのことを「Ａ社長」と表記している。 

    さらに、Ａが所属しているとされる被審人の医療事業部の部長であるＱです

ら、Ａのことを「Ａ社長」と表記した上で業務に関しＡに指示を求めるメール
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を送信し、このメールに対し、Ａも、Ｃ社のアドレスを用い、「Ｃ社 Ａ」の

名義で返信をしている。 

    そうすると、第三者がＡを被審人の従業員であることを明確に認識していた

ことを認めるに足りる証拠はなく、被審人の社員もＡを別会社の社長であると

認識していたことがうかがわれ、被審人の社員であると日常的に認識して対応

していたとは認められない。また、Ａ自身も、被審人の従業員であることを明

示していたとは認められず、被審人の社員であると日常的に認識して行為して

いたとも認められない。 

    結局、客観的なＡの活動状況のみならず、関係者の主観を踏まえても、Ａが

被審人の使用人であったことを示す事情は存在しない。 

 ４ その余の被審人の主張が認められないこと 

  ⑴ 被審人は、Ａが時給の記載のない雇用契約書に署名、押印していることから、

Ａが使用人の地位にあったことを主張している。 

    しかし、Ａに使用人の実態が認められないこと、第６回ストックオプション

の付与は被審人が資金調達目的で実施したものと認められることからすれば、

雇用契約書は、被審人の使用人であるかのような外観を整えるために作成され

たものに過ぎず、雇用契約書に署名、押印していることをもって、Ａが被審人

の使用人であったとの推認はできないというべきである。なお、前記第２の３

⑵ウのとおり、労働条件確認通知書は、Ａの了解を得て押印されたものとは認

められないから、同書面はＡが被審人の使用人であったことの根拠にはならな

い。 

    そして、前記のとおり時給の合意の存在が認められず、実際、約２年３か月

にわたる雇用期間とされる間に、報酬として現金が一切支払われていないこと、

第６回ストックオプション付与の主たる目的が被審人の資金調達目的と認め

られ、行使期間も事実上極めて短期間に限定されていたこと、前記第２の２⑴

イのとおり、Ｂが、Ａに対し、ストックオプションは付与することができるこ

と、ストックオプションを付与するためには被審人に従業員になってもらう必

要があることなどを説明していることなどを併せ考えると、被審人が雇用契約

書を作成した動機は、ストックオプションを付与される者が被審人の使用人で

あるかのような外観を整えるためであったとも推認される。 

  ⑵ 被審人は、Ａは、Ｃ社として再生医療事業の資金調達に失敗しており、Ｃ社

には仮専用実施権の主体であること以外に会社としての活動はなく、Ａにも同

社の役員等としての勤務実態はなかったなどと主張する。 

    しかし、被審人自身、平成２５年１２月２０日の本件業務提携契約において、
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事業資金として３０００万円をＣ社に支払うことを明らかにしており、その後

も、複数の契約においてＣ社が契約の当事者となっていること、平成２８年４

月１１日には、同月１日付けで、被審人が所有している商標権をＣ社に移転す

る旨のやりとりをしていること、Ａが被審人の主張に沿うＢの認識を明確に否

定していることなどからすれば、Ｃ社が仮専用実施権の主体であること以外に

会社としての活動がなかったなどとは到底認められない。 

  ⑶ア 被審人は、Ａの被審人での業務は、具体的には、①再生因子の動物に対す

る臨床データを取得するために被審人が提携していたＵ社と交渉すること、

②Ｒ社、Ｄ社との交渉により再生因子を商流に乗せること、③再生因子事業

に関する指示等をしていたＧとの関係をまとめることであったなどと主張

する。 

   イ しかし、上記①及び②が、Ｃ社の業務として行ったものと認められること

は、前記第３の２⑴イ(ｱ)並びにウ(ｱ)及び(ｲ)のとおりである。 

     また、上記③についても、前記２⑴のとおり、Ａが再生因子を使った再生

医療に関する商品等の取引を、Ｃ社の利益のために、Ｃ社の業務として行っ

ていたと認められることに照らせば、結局、上記①及び②等といったＣ社の

利益ないし業務となる取引のためにＧとの関係をまとめるなどしていたも

のと認められるのであり、他に、被審人の主張を裏付ける具体的、客観的な

証拠は見当たらない。 

  ⑷ア 被審人は、施行令第２条の１２の「使用人」には雇用契約のみならず、委

任関係に基づくものも含まれるとし、雇用の実態と使用人の地位の成否は全

く別物であり、投資家保護の観点からすれば、Ａは、被審人の有価証券に係

る情報を取得し、取得し得る立場にあったのであるから、被審人に有価証券

届出書等の提出義務はなかったなどと主張する。 

   イ しかし、「使用人」に会社と委任関係にある者が含まれるかはともかく、「雇

用契約書」が作成されており、また、「労働条件確認通知書」の記載内容や、

被審人が東証に対してした回答内容等からすれば、被審人とＡ個人との間で

委任契約が締結された事実を認めるに足りる証拠はなく、他に合意内容の実

質が委任契約であることを裏付ける証拠も見当たらず、被審人の主張は採用

できない。 

  ⑸ したがって、被審人の主張に理由はない。 

第４ 結論 

    以上によれば、本件各ストックオプションをＡが取得するまでのいずれの時

点においても、Ａが被審人使用人等であるとは認められず、本件各ストックオ

プションは、被審人使用人等以外の第三者に対して募集を行ったものと認めら
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れる。 

    被審人使用人等以外の第三者に対して募集を行う場合には、内閣総理大臣へ

の届出が必要であるところ、被審人は届出をしていない。 

   よって、被審人には違反事実記載のとおりの違反行為が認められる。 

（法令の適用） 

法第 172 条第１項第１号、第４条第１項、第 176 条第２項、 

施行令第 33 条の５第 17 号 

（課徴金の計算の基礎） 

別紙２のとおりである（課徴金の計算の基礎となる事実については、被審人が争わ

ず、そのとおり認められる。）。 
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（別紙２） 

（課徴金の計算の基礎） 

法第 172 条第１項第１号の規定により、取得させた有価証券の発行価額の総額（新

株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。）の 100 分の 4.5 に相当する額が

課徴金の額となることから、課徴金額は下表のとおりとなる。 

割当日 発行価額の総額 課徴金額（注） 

平成 25年 12月 19日 332,000,000 円 14,940,000 円

平成 27 年９月 28 日 166,165,000 円 7,470,000 円

合計 498,165,000 円 22,410,000 円

（注）発行価額の総額に 100 分の 4.5 を乗じた金額。 

また、法第 176 条第２項の規定により１万円未満の端数を切捨て。 


